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(57)【要約】
【課題】ランダム送信を行う通信装置と定期送信を行う
通信装置との２種類の通信装置が混在する無線通信シス
テムにおいて、定期送信及びランダム通信の通信期間を
分離して、定期送信を行う通信装置が重要データを確実
に送信できるようにする。
【解決手段】定期送信機能を有する通信装置２Ａが、定
期送信期間を表す定期送信情報を送信し、ランダム送信
機能を有する通信装置２Ｂ、２Ｃ、…が、その定期送信
情報に基づき、ランダム送信禁止期間を設定する。定期
送信情報には、送信時刻が付与されており、通信装置２
Ｂ、２Ｃ、…は、定期送信情報を受信した際、定期送信
情報に付与された送信時刻と自身の受信時刻とから、各
装置間での時計の時刻ずれ量を算出して、自身の時計の
時刻を補正する。このため、通信装置２Ａの定期送信期
間内に、他の通信装置２Ｂ、２Ｃ、…がランダム送信を
開始するのを防止できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の通信チャンネルを利用して一定周期で無線送信を行う、定期送信機能を有する第
１通信装置と、
　送信要求が発生した際、前記通信チャンネルが空いているか否かを判定して、前記通信
チャンネルが空いているときに無線送信を行う、ランダム送信機能を有する第２通信装置
と、
　の２種類の通信装置が混在する無線通信システムであって、
　前記第１通信装置が定期送信を行う定期送信期間に、ガードタイムを付加して、前記第
２通信装置によるランダム送信禁止期間を設定するランダム送信禁止期間設定手段を備え
、
　前記第１通信装置は、自身の時計の時刻に基づき前記定期送信期間を検知して定期送信
を行い、
　前記第２通信装置は、自身の時計の時刻に基づき前記ランダム送信禁止期間を検知して
ランダム送信の実行を禁止し、
　更に、前記第１通信装置が時計の時刻に基づき検知する定期送信期間と、前記第２通信
装置が時計の時刻に基づき検知するランダム送信禁止期間とを同期させる同期制御手段と
、
　を備えたことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　前記ランダム送信禁止期間設定手段は、
　前記第１通信装置に設けられ、当該第１通信装置に設定された定期送信期間を表す定期
送信情報を前記第２通信装置に送信させる定期送信情報送信制御手段と、
　前記第２通信装置に設けられ、前記第１通信装置から送信された前記定期送信情報に基
づき、自らのランダム送信禁止期間を設定して、前記ランダム送信を禁止させるランダム
送信禁止手段と、
　からなることを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記同期制御手段は、
　前記第１通信装置に設けられ、自身の時計から読み出した送信時刻を送信データに付与
する送信時刻付与手段と、
　前記第２通信装置に設けられ、当該第２通信装置が前記第１通信装置からの送信データ
を受信した際、自身の時計から受信時刻を読み出し、その読み出した受信時刻と受信デー
タに含まれる送信時刻との差に基づき、前記時計の時刻を補正する時刻補正手段と、
　からなることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記同期制御手段は、
　前記第１通信装置に設けられ、自身の時計から読み出した送信時刻から次の定期送信期
間の開始時刻までの時間を表す同期情報を、送信データに付与する同期情報付与手段と、
　前記第２通信装置に設けられ、当該第２通信装置が前記第１通信装置からの送信データ
を受信した際、自身の時計から受信時刻を読み出し、該受信時刻と受信データに含まれる
同期情報とに基づき、次の定期送信期間の開始時刻を予測する開始時刻予測手段と、
　からなることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の無線通信システム。
【請求項５】
　前記第２通信装置は、前記定期送信情報を他の第２通信装置に転送させる転送制御手段
を備えたことを特徴とする請求項２に記載の無線通信システム。
【請求項６】
　前記転送制御手段は、前記定期送信情報を他の送信データに含めて送信させることを特
徴とする請求項５に記載の無線通信システム。
【請求項７】
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　前記転送制御手段は、前記定期送信情報を一つの送信データとして単独で送信させるこ
とを特徴とする請求項５に記載の無線通信システム。
【請求項８】
　前記定期送信情報には転送回数を表す情報が含まれており、
　前記転送制御手段は、前記定期送信情報を転送させる際、当該定期送信情報の転送回数
を更新すると共に、受信した定期送信情報の転送回数が所定のしきい値に達している場合
には、当該定期送信情報の転送を禁止することを特徴とする請求項５～請求項７の何れか
に記載の無線通信システム。
【請求項９】
　前記転送制御手段は、前記定期送信情報を受信した際、当該定期送信情報を最後に受信
した時刻からの経過時間に基づき、当該定期送信情報を転送させるか否かを判断すること
を特徴とする請求項５～請求項７の何れかに記載の無線通信システム。
【請求項１０】
　前記ランダム送信禁止期間設定手段は、ランダム送信禁止期間の設定時に前記定期送信
期間の前後に加えるガードタイムとして、前記同期制御手段による時刻補正の許容誤差よ
りも長い時間を設定することを特徴とする請求項３に記載の無線通信システム。
【請求項１１】
　前記ランダム送信禁止期間設定手段は、
　前記ランダム送信禁止期間の開始時刻と前記定期送信期間の開始時刻との間のガードタ
イムとして、前記同期制御手段による時刻補正の許容誤差に、前記第２通信装置がランダ
ム送信で一つのデータを送信するのに要するデータ送信時間を加えた時間以上の時間を設
定することを特徴とする請求項１０に記載の無線通信システム。
【請求項１２】
　前記ランダム送信禁止期間設定手段は、
　前記定期送信期間の終了時刻と前記ランダム送信禁止期間の終了時刻との間のガードタ
イムとして、前記同期制御手段による時刻補正の許容誤差に、前記第１通信装置が定期送
信で一つのデータを送信するのに要するデータ送信時間を加えた時間以上の時間を設定す
ることを特徴とする請求項１０又は請求項１１に記載の無線通信システム。
【請求項１３】
　前記ランダム送信禁止期間設定手段は、前記データ送信時間を、送信するデータ長と送
信レートとに基づき設定することを特徴とする請求項１１又は請求項１２に記載の無線通
信システム。
【請求項１４】
　前記ランダム送信禁止期間設定手段は、
　前記ランダム送信禁止期間を、前記第１通信装置が定期送信を行う一周期内の特定期間
として設定するよう構成されており、
　前記定期送信期間にガードタイムを付加することにより導出される一つのランダム送信
禁止期間が前記定期送信一周期の区切りを跨るときには、当該ランダム送信禁止期間を、
前記定期送信一周期の区切りで分割した２つのランダム送信禁止期間として設定すること
を特徴とする請求項１～請求項１３の何れかに記載の無線通信システム。
【請求項１５】
　前記時刻補正手段は、前記受信時刻と前記送信時刻との差から、前記送信時刻を含むデ
ータの送受信に要する遅延時間をオフセット量として減じることで、前記時計の時刻ずれ
量を算出し、該時刻ずれ量に基づき前記時計の時刻を補正することを特徴とする請求項３
に記載の無線通信システム。
【請求項１６】
　前記時刻補正手段は、前記送信時刻を含むデータを送受信する際の変／復調方式に対応
した遅延時間と、電波伝搬による遅延時間とを加えた遅延時間を、前記オフセット量とし
て設定することを特徴とする請求項１５に記載の無線通信システム。
【請求項１７】
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　前記時刻補正手段は、前記受信時刻と前記送信時刻との差から算出した時刻ずれ量が許
容範囲を越え、且つ、前回の時刻補正が実施済みである場合に、当該時刻ずれ量に基づく
時刻補正を実施し、前記時計の時刻ずれ量が許容範囲内であるか、或いは、前回の時刻補
正が実施されていないときには、今回算出した時刻ずれ量に基づく時刻補正は禁止するこ
とを特徴とする請求項１５又は請求項１６に記載の無線通信システム。
【請求項１８】
　前記第２通信装置は、
　前記時刻補正手段による時計の時刻補正が実行されると、当該時計から読み出した送信
時刻を送信データに付与して他の第２通信装置に送信させる第２送信時刻付与手段を備え
、
　前記時刻補正手段は、他の第２通信装置からの送信データに送信時刻が含まれていると
きにも、該送信時刻と、その送信データの受信時刻との差に基づき、前記時計の時刻を補
正することを特徴とする請求項３に記載の無線通信システム。
【請求項１９】
　前記第２送信時刻付与手段は、前記時刻補正手段による時計の時刻補正が、前記第１通
信装置からの送信時刻に基づく時刻補正から何回目の時刻補正であるかを表す情報を、前
記送信時刻に付与するようにされており、
　前記時刻補正手段は、他の第２通信装置から送信されてきた送信時刻に付与された時刻
補正の回数が所定のしきい値に達している場合には、前記時計の時刻補正を禁止すること
を特徴とする請求項１８に記載の無線通信システム。
【請求項２０】
　前記第２通信装置は、
　前記開始時刻予測手段が次の定期送信期間の開始時刻を予測すると、自身の時計から読
み出した送信時刻から、その予測した開始時刻までの時間を表す同期情報を、送信データ
に付与する第２同期情報付与手段を備え、
　前記開始時刻予測手段は、他の第２通信装置からの送信データに前記同期情報が含まれ
ているときにも、該同期情報と、その送信データの受信時刻とに基づき、次の定期送信期
間の開始時刻を予測することを特徴とする請求項４に記載の無線通信システム。
【請求項２１】
　前記第２同期情報付与手段は、前記開始時刻予測手段による次の定期送信期間の開始時
刻の予測が、前記第１通信装置からの制御情報に基づく最初の予測から何回目であるかを
表す情報を、前記同期情報に付与するようにされており、
　前記開始時刻予測手段は、他の第２通信装置から送信されてきた同期情報に付与された
予測回数が所定のしきい値に達している場合には、当該同期情報に基づく次の定期送信期
間の開始時刻の予測を禁止することを特徴とする請求項２０に記載の無線通信システム。
【請求項２２】
　前記各通信装置の時計は、前記定期送信の一周期の整数倍の時間を一周期として時刻を
計時することを特徴とする請求項１～請求項２１のいずれかに記載の無線通信システム。
【請求項２３】
　前記第１通信装置は、他の第１通信装置と共通の外部信号に基づき、前記定期送信の一
周期の整数倍の時間をカウントして、自身の時計をリセットする第１計時制御手段を備え
、
　前記第２通信装置は、自身の時計による計時動作を監視して、前記定期送信の一周期の
整数倍の時間を計時する度に当該時計をリセットする第２計時制御手段を備えたことを特
徴とする請求項２２に記載の無線通信システム。
【請求項２４】
　前記第１計時制御手段は、前記外部信号が入力されないときには、自身の時計による計
時動作を監視して、前記定期送信の一周期の整数倍の時間を計時する度に当該時計をリセ
ットすることを特徴とする請求項２３に記載の無線通信システム。
【請求項２５】
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　請求項１～請求項２４の何れかに記載の無線通信システムにおいて、定期送信機能を有
する第１通信装置として用いられる通信装置であって、
　送信データを所定の通信チャンネルでの送信信号に変換して無線送信させる変調処理手
段と、
　該変調処理手段に送信データを出力するデータ送信手段と、
　定期送信期間を表す定期送信情報が記憶された記憶手段と、
　該記憶手段に記憶された定期送信情報に基づき、前記データ送信手段に送信データの出
力を許可する定期送信期間を決定し、該定期送信期間を前記データ送信手段に通知する定
期送信許可手段と、
　を備え、前記データ送信手段は、前記定期送信許可手段から通知された定期送信期間を
、当該通信装置に設けられた時計に基づき検知して、前記送信データを前記変調処理手段
に出力することを特徴とする通信装置。
【請求項２６】
　前記送信データとして、当該通信装置の定期送信期間を表す定期送信情報を送信させる
定期送信情報送信制御手段を備えたことを特徴とする請求項２５に記載の通信装置。
【請求項２７】
　前記データ送信手段は、前記定期送信情報の送信時に、前記時計から送信時刻を読み出
し、前記定期送信情報に付与することを特徴とする請求項２６に記載の通信装置。
【請求項２８】
　前記データ送信手段は、前記定期送信情報の送信時に、前記時計から送信時刻を読み出
し、その読み出した送信時刻から次の定期送信期間の開始時刻までの時間を表す同期情報
を、前記定期送信情報に付与することを特徴とする請求項２６に記載の通信装置。
【請求項２９】
　前記定期送信許可手段は、前記記憶手段に記憶された定期送信情報に対応した定期送信
期間から、当該通信装置の時計と他の通信装置の時計との時刻の許容誤差に基づき設定さ
れたガードタイムを減じることで、前記データ送信手段に送信データの出力を許可する定
期送信期間を決定することを特徴とする請求項２５～請求項２８の何れかに記載の通信装
置。
【請求項３０】
　前記送信データのデータ長と前記変調処理手段からの送信レートとに基づき、データ送
信に要する送信時間を設定する送信時間設定手段を備え、
　前記定期送信許可手段は、前記記憶手段に記憶された定期送信情報に対応した定期送信
期間から、前記送信時間設定手段にて設定された送信時間を減じることで、前記データ送
信手段に送信データの出力を許可する定期送信期間を決定することを特徴とする請求項２
５～請求項２９の何れかに記載の通信装置。
【請求項３１】
　他の通信装置からの送信信号を受信して復調する復調処理手段と、
　該復調手段からの復調信号の中から受信データを抽出するデータ受信手段と、
　該データ受信手段が抽出した受信データのデータ長と前記復調処理手段による受信信号
の復調方式とに基づき、他の通信装置からの送信データを受信するのに要する受信時間を
設定する受信時間設定手段と、
　を備え、前記定期送信許可手段は、前記記憶手段に記憶された定期送信情報に対応した
定期送信期間から、前記受信時間設定手段にて設定された受信時間を減じることで、前記
データ送信手段に送信データの出力を許可する定期送信期間を決定することを特徴とする
請求項２５～請求項３０の何れかに記載の通信装置。
【請求項３２】
　請求項１～請求項２４の何れかに記載の無線通信システムにおいて、ランダム送信機能
を有する第２通信装置として用いられる通信装置であって、
　送信データを所定の通信チャンネルでの送信信号に変換して無線送信させる変調処理手
段と、
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　送信要求が発生した際、前記通信チャンネルが空いているか否かを判定して、前記通信
チャンネルが空いているときに、前記変調処理手段に送信データを出力するデータ送信手
段と、
　他の通信装置からの送信信号を受信して復調する復調処理手段と、
　該復調手段からの復調信号の中から受信データを抽出するデータ受信手段と、
　定期送信機能を有する他の通信装置の定期送信期間を表す定期送信情報が記憶された記
憶手段と、
　該記憶手段に記憶された定期送信情報に基づき、前記データ送信手段からの送信データ
の出力を禁止するランダム送信禁止期間を決定し、該ランダム送信禁止期間を前記データ
送信手段に通知するランダム送信禁止手段と、
　を備え、前記データ送信手段は、前記ランダム送信禁止手段から通知されたランダム送
信禁止期間を、当該通信装置に設けられた時計に基づき検知して、前記変調処理手段に送
信データを出力するのを停止することを特徴とする通信装置。
【請求項３３】
　前記データ受信手段にて、定期送信機能を有する他の通信装置から送信された定期送信
情報が抽出されると、該定期送信情報を前記記憶手段に記憶する定期送信情報登録手段を
備えたことを特徴とする請求項３２に記載の通信装置。
【請求項３４】
　前記データ受信手段は、前記定期送信情報を受信すると、受信時刻を前記時計から読み
出し、その読み出した受信時刻と定期送信情報に含まれる送信時刻とを出力するよう構成
されており、
　前記データ受信手段から前記受信時刻と前記送信時刻とが出力されると、これら各時刻
の差に基づき、前記時計の時刻を補正する時刻補正手段を備えたことを特徴とする請求項
３３に記載の通信装置。
【請求項３５】
　前記データ受信手段は、前記定期送信情報を受信すると、受信時刻を前記時計から読み
出すと共に、前記定期送信情報から同期情報を抽出するよう構成されており、
　前記データ受信手段から前記受信時刻と前記同期情報とを取得して、次の定期送信期間
の開始時刻を予測し、前記記憶手段に記憶された定期送信情報の開始時刻を設定する開始
時刻設定手段を備えたことを特徴とする請求項３３に記載の通信装置。
【請求項３６】
　前記データ受信手段にて、他の通信装置から送信された定期送信情報が抽出されると、
該定期送信情報を前記データ送信手段から他の通信装置へと転送させる転送制御手段を備
えたことを特徴とする請求項３３～請求項３５の何れかに記載の通信装置。
【請求項３７】
　前記ランダム送信禁止手段は、前記記憶手段に記憶された定期送信情報に対応した定期
送信期間に、当該通信装置の時計と他の通信装置の時計との時刻の許容誤差に基づき設定
されたガードタイムを加えることで、前記ランダム送信禁止期間を決定することを特徴と
する請求項３２～請求項３６の何れかに記載の通信装置。
【請求項３８】
　前記送信データのデータ長と前記変調処理手段からの送信レートとに基づき、データ送
信に要する送信時間を設定する送信時間設定手段を備え、
　前記ランダム送信禁止手段は、前記記憶手段に記憶された定期送信情報に対応した定期
送信期間に、前記送信時間設定手段にて設定された送信時間を加えることで、前記ランダ
ム送信禁止期間を決定することを特徴とする請求項３２～請求項３７の何れかに記載の通
信装置。
【請求項３９】
　該データ受信手段が抽出した前記受信データのデータ長と前記復調処理手段による受信
信号の復調方式とに基づき、他の通信装置からの送信データを受信するのに要する受信時
間を設定する受信時間設定手段と、
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　を備え、前記ランダム送信禁止手段は、前記記憶手段に記憶された定期送信情報に対応
した定期送信期間に、前記受信時間設定手段にて設定された受信時間を加えることで、前
記ランダム送信禁止期間を決定することを特徴とする請求項３２～請求項３８の何れかに
記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、共通の通信チャンネルを利用して無線通信を行う通信装置として、定期送信
機能を有する通信装置とランダム送信機能を有する通信装置とからなる複数の通信装置を
備えた無線通信システム、及び、このシステムを構成するのに好適な通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の通信装置が同一の通信チャンネルを利用して相互に無線通信を行う無線通
信システムとして、各通信装置が、送信要求の発生時に、キャリアセンスによって通信チ
ャンネルの空き状態を検出するアクセス制御を行い、このアクセス制御によって通信チャ
ンネルの空き状態を検出するとデータ送信を開始する、ＣＳＭＡ方式の無線通信システム
が知られている（例えば、特許文献１等参照）。
【０００３】
　また、こうしたＣＳＭＡ方式の無線通信システムでは、複数の通信装置がランダムにデ
ータ送信を行うことから、例えば、自動車の安全運転支援システムでの無線通信に適用す
ると、路上機から車載機へ重要性の高い情報を送信しようとしても、路上機が通信チャン
ネルで送信権を取得するのに時間がかかり、重要情報を周囲の車両に送信できないことが
ある。
【０００４】
　そこで、従来、ＣＳＭＡ方式の無線通信システムにおいては、重要性の高い情報を送信
する通信装置が、ＴＤＭＡ等による通信方式で重要データを定期的に送信できるようにす
ることも提案されている。
【０００５】
　つまり、例えば、任意の通信装置が、他の通信装置に対してＴＤＭＡ通信の開始を宣言
することにより、ＴＤＭＡ通信の制御局として動作して、各通信装置の送信時間（期間）
を割り当て、その後、他の通信装置からの送信がなくなると、ＣＳＭＡ方式の通信に戻る
ようにするとか（例えば、特許文献２等参照）、各通信装置が、自らの送信時刻を自律的
に決定して、他の通信装置に通知することで、各通信装置が周期的にデータ送信できるよ
うにする（例えば特許文献３等参照）、といったことが提案されている。
【特許文献１】特開２０００－１９６５９７号公報
【特許文献２】特開２００２－１１２３４５号公報
【特許文献３】特開２００７－２３５４４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記提案の無線通信システムのうち、前者のシステムでは、全ての通信
装置がＴＤＭＡ方式の無線通信に切り変わることから、通信装置が多くなると全通信装置
に送信時間を割り当てることができなくなって、無線通信システムとして破綻するという
問題がある。
【０００７】
　また、後者の無線通信システムでは、各通信装置が他の通信装置に送信時刻を通知する
ことにより、定期送信するタイミングで通信チャンネルが空き状態となるようにするが、
各通信装置は、重要な送信要求が発生した際には、ＣＳＭＡ方式の通信を開始することか
ら、各通信装置が定期的な送信機会を確実に確保することはできないという問題がある。
【０００８】
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　本発明は、こうした問題に鑑みなされたものであり、ランダム送信を行う通信装置と定
期送信を行う通信装置との２種類の通信装置が混在する無線通信システムにおいて、定期
送信による通信とランダム送信による通信とを時間的に分離し、定期送信を行う通信装置
が重要データを確実に送信できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　かかる目的を達成するためになされた請求項１に記載の無線通信システムにおいては、
定期送信機能を有する第１通信装置とランダム送信機能を有する第２通信装置とからなる
複数の通信装置にて構成される。
【００１０】
　そして、この無線通信システムでは、ランダム送信禁止期間設定手段が、第１通信装置
が定期送信を行う定期送信期間に、ガードタイムを付加して、第２通信装置によるランダ
ム送信禁止期間を設定し、第１通信装置は、自身の時計の時刻に基づき定期送信期間を検
知して定期送信を行い、第２通信装置は、自身の時計の時刻に基づきランダム送信禁止期
間を検知してランダム送信の実行を禁止する。
【００１１】
　また、これら各通信装置に設けられた時計の時刻にずれが生じると、定期送信期間とラ
ンダム送信禁止期間とが同期しなくなって、各通信装置の送信期間を時間分離することが
できないことから、本発明の無線通信システムには、第１通信装置が時計の時刻に基づき
検知する定期送信期間と、第２通信装置が時計の時刻に基づき検知するランダム送信禁止
期間とを同期させる同期制御手段が設けられている。
【００１２】
　このため、本発明の無線通信システムによれば、定期送信を行う第１通信装置の定期送
信期間を確保して、定期送信による重要データの定期送信を優先的に実行できるようにな
る。
【００１３】
　また特に、本発明では、第１通信装置が定期送信を行う定期送信期間中に、第２通信装
置によるランダム送信を禁止することから、全通信装置に送信時間を割り当てるＴＤＭＡ
方式の無線通信システムのように、各通信装置に設けられた時計の時刻を高精度に同期さ
せる必要はなく、その時刻同期の精度が低くてもデータ衝突が発生し難い無線通信システ
ムを実現できる。
【００１４】
　ここで、ランダム送信禁止期間設定手段は、請求項２に記載のように、第１通信装置に
設けられた定期送信情報送信制御手段と、第２通信装置に設けられたランダム送信禁止手
段とから構成し、第１通信装置から第２通信装置に対し、定期送信情報を送信することで
、第２通信装置側でランダム送信禁止期間を設定するようにするとよい。
【００１５】
　つまり、ＣＳＭＡ方式で採用されているＮＡＶ期間（送信禁止期間）の通知と反映の手
法を応用することで、ランダム送信禁止期間を設定するのである。
　そして、このようにすれば、第２通信装置側でランダム送信禁止期間を適正に設定でき
るので、定期送信とランダム送信のデータの衝突を良好に回避することができる。
【００１６】
　一方、同期制御手段は、請求項３に記載のように、第１通信装置に設けられた送信時刻
付与手段によって、第１通信装置側で自身の時計から読み出した送信時刻を送信データに
付与するようにし、第２通信装置側では、当該第２通信装置が第１通信装置からの送信デ
ータを受信した際に、時刻補正手段が、自身の時計から受信時刻を読み出し、その読み出
した受信時刻と受信データに含まれる送信時刻との差に基づき、時計の時刻を補正するよ
うにするとよい。
【００１７】
　そして、このようにすれば、第１通信装置に設けられた時計の時刻と第２通信装置に設
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けられた時計の時刻とを一致させて、第１通信装置側で認識される定期送信期間と第２通
信装置側で認識されるランダム送信禁止期間とを同期させることができるようになる。
【００１８】
　また、同期制御手段は、請求項４に記載のように、第１通信装置に設けられた同期情報
付与手段によって、第１通信装置側で自身の時計から読み出した送信時刻から次の定期送
信期間の開始時刻までの時間を表す同期情報を、送信データに付与するようにし、第２通
信装置側では、当該第２通信装置が第１通信装置からの送信データを受信した際に、開始
時刻予測手段が、自身の時計から受信時刻を読み出し、その受信時刻と受信データに含ま
れる同期情報とに基づき、次の定期送信期間の開始時刻を予測するようにしてもよい。
【００１９】
　そして、このようにすれば、第２通信装置側で、時計の時刻を第１通信装置側の時計と
一致させるための時刻補正を行うことなく、ランダム送信禁止期間を定期送信期間と同期
させることができる。
【００２０】
　次に、請求項５に記載の無線通信システムにおいては、第２通信装置に、第１通信装置
など、他の通信装置から送信されてきた定期送信情報を、他の第２通信装置に転送させる
転送制御手段が設けられている。
【００２１】
　このため、第１通信装置から第２通信装置、第２通信装置から他の第２通信装置へと、
第１通信装置が送信した定期送信情報を広範囲に伝送することができるようになる。
　従って、請求項５に記載の無線通信システムによれば、第１通信装置からの送信電波が
届かない第２通信装置からのランダム送信と、第１通信装置からの定期送信とが重なり、
この２つの通信装置の間に位置する通信装置では、各通信装置からの送信データが衝突し
て、両データを受信できなくなる、といった問題を防止できる。
【００２２】
　なお、転送制御手段は、請求項６に記載のように、定期送信情報を他の送信データに含
めて送信させるようにしてもよく、或いは、請求項７に記載のように、定期送信情報を一
つの送信データとして単独で送信させるようにしてもよい。
【００２３】
　そして、転送制御手段を、請求項６に記載のように構成した場合には、定期送信情報の
転送によって、無線通信システム全体で送受信されるパケットの数が増加するのを防止で
き、逆に、転送制御手段を、請求項７に記載のように構成した場合には、定期送信情報を
他の通信装置に速やかに転送できることになる。
【００２４】
　また、このように第２通信装置に転送制御手段を設ける場合には、請求項８に記載のよ
うに、定期送信情報に転送回数を表す情報を含めるようにし、転送制御手段が、定期送信
情報を転送させる際には、定期送信情報の転送回数を更新し、しかも、受信した定期送信
情報の転送回数が所定のしきい値に達している場合には、定期送信情報の転送を禁止する
ようにするとよい。
【００２５】
　そして、このようにすれば、第１通信装置が送信した定期送信情報が、第１通信装置か
ら遠く離れた第２通信装置にまで届き、その第２通信装置側で、不要なランダム送信禁止
期間が設定されるのを防止できる。つまり、請求項８に記載の無線通信システムによれば
、第１通信装置が送信した定期送信情報が第２通信装置に伝達される範囲を限定すること
ができる。
【００２６】
　またこのように定期送信情報の伝達範囲を限定するには、請求項９に記載のように、転
送制御手段が、定期送信情報を受信した際、この定期送信情報を最後に受信した時刻から
の経過時間に基づき、定期送信情報を転送させるか否かを判断するようにしてもよい。
【００２７】
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　つまり、第１通信装置からの定期送信情報が届く間隔が長い場合、第２通信装置は、第
１通信装置から遠く離れていると判断できるので、このような場合には、定期送信情報の
転送を禁止することで、定期送信情報の伝達範囲を限定することができるようになる。
【００２８】
　一方、請求項３に記載の無線通信システムにおいて、ランダム送信禁止期間設定手段は
、請求項１０に記載のように、ランダム送信禁止期間を設定する際に定期送信期間に付加
するガードタイムとして、同期制御手段による時刻補正の許容誤差よりも長い時間を設定
するようにするとよい。
【００２９】
　そして、このようにすれば、同期制御手段による時刻同期の精度が低い場合に、定期送
信とランダム送信とが重なり、データ衝突が発生するのを、より確実に防止することがで
きる。
【００３０】
　また次に、本発明のように、第１通信装置が定期送信を行う定期送信期間と、第２通信
装置がランダム送信を行うのを禁止するランダム送信禁止期間を設定して、これら各期間
の間に、各通信装置における時計の同期誤差を考慮したガードタイムを設けたとしても、
各通信装置が定期送信或いはランダム送信を許可された期間中にパケットの送信を開始し
、そのパケットの送信期間中に、ガードタイムから、他方の通信装置の送信期間に移行す
ることも考えられる。
【００３１】
　そこで、このような問題を防止するには、ランダム送信禁止期間設定手段を、請求項１
１若しくは請求項１２に記載のように構成するとよい。
　すなわち、請求項１１に記載の無線通信システムにおいて、ランダム送信禁止期間設定
手段は、定期送信期間の開始時刻とランダム送信禁止期間の開始時刻との間のガードタイ
ムとして、同期制御手段による時刻補正の許容誤差に、第２通信装置がランダム送信で一
つのデータを送信するのに要するデータ送信時間を加えた時間以上の時間を設定する。
【００３２】
　このため、請求項１１に記載の無線通信システムによれば、第２通信装置がランダム送
信によるデータ送信を実行しているときに、ランダム送信禁止期間に入ることのないよう
、ガードタイムを設定することができ、第２通信装置によるランダム送信と第１通信装置
による定期送信とが重なるのをより確実に防止できる。
【００３３】
　また、請求項１２に記載の無線通信システムにおいて、ランダム送信禁止期間設定手段
は、定期送信期間の終了時刻とランダム送信禁止期間の終了時刻との間のガードタイムと
して、同期制御手段による時刻補正の許容誤差に、第１通信装置が定期送信で一つのデー
タを送信するのに要するデータ送信時間を加えた時間以上の時間を設定する。
【００３４】
　このため、請求項１２に記載の無線通信システムによれば、第１通信装置が定期送信に
よるデータ送信を実行しているときに、ランダム送信禁止期間が終了することのないよう
、ガードタイムを設定することができ、第１通信装置による定期送信と第２通信装置によ
るランダム送信とが重なるのをより確実に防止できる。
【００３５】
　なお、請求項１１又は請求項１２に記載の無線通信システムにおいて、ランダム送信禁
止期間設定手段は、請求項１３に記載のように、ガードタイムを設定するのに用いるデー
タ送信時間を、送信するデータ長と、変調方式や符号化率などで決まる送信レートとに基
づき設定するようにするとよい。つまり、このようにすれば、ガードタイムをより適切な
期間に設定することができる。
【００３６】
　また次に、ランダム送信禁止期間設定手段は、請求項１４に記載のように、ランダム送
信禁止期間を、第１通信装置が定期送信を行う一周期内の特定期間として設定するよう構
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成し、更に、定期送信期間にガードタイムを付加することにより導出される一つのランダ
ム送信禁止期間が定期送信一周期の区切りを跨るときには、ランダム送信禁止期間を、定
期送信一周期の区切りで分割した２つのランダム送信禁止期間として設定するようにする
とよい。
【００３７】
　つまり、ランダム送信禁止期間をこのように設定するようにすれば、第２通信装置側で
、定期送信の一周期毎に、ランダム送信によるデータ送信の禁止・許可を切り換えること
ができるようになり、延いては、そのための回路構成を簡単にして第２通信装置を小型化
できるようになる。
【００３８】
　一方、請求項３に記載の無線通信システムにおいて、時刻補正手段は、請求項１５に記
載のように、受信時刻と送信時刻との差から、送信時刻を含むデータの送受信に要する遅
延時間をオフセット量として減じることで、時計の時刻ずれ量を算出し、その時刻ずれ量
に基づき時計の時刻を補正するよう構成するとよい。
【００３９】
　つまり、第１通信装置からのデータの送信時刻と、第２通信装置側でそのデータを受信
した受信時刻との差には、各通信装置の時計の時刻ずれに起因した誤差だけでなく、デー
タの送受信に用いる回路や無線伝送路で生じる遅延時間も含まれるが、請求項１５では、
時刻補正手段が、これらの遅延時間をオフセット量として、時計の時刻ずれ量を算出する
ことから、各通信装置の時計をより正確に同期させることができる。
【００４０】
　なお、この場合、オフセット量としては、請求項１６に記載のように、送信時刻を含む
データを送受信する際の変／復調方式に対応した遅延時間と、電波伝搬による遅延時間と
を加えた遅延時間を、設定することが望ましい。
【００４１】
　つまり、データを送受信する際に生じる遅延時間は、データの変／復調方式（ＢＰＳＫ
、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ等）によって変化することから、請求項１６に記載のようにオフ
セット量を設定することで、各装置の時計をより高精度に同期させることができるように
なる。
【００４２】
　また次に、時刻補正手段は、請求項１７に記載のように、受信時刻と送信時刻との差か
ら算出した時刻ずれ量が許容範囲を越えており、しかも、前回の時刻補正が実施済みであ
る場合に、その時刻ずれ量に基づく時刻補正を実施し、時計の時刻ずれ量が許容範囲内に
あるか、或いは、前回の時刻補正が実施されていないときには、今回算出した時刻ずれ量
に基づく時刻補正は禁止するようにするとよい。そして、このようにすれば、時計の時刻
補正を必要以上に実施するのを防止できる。
【００４３】
　また、第２通信装置には、請求項１８に記載のように、第２送信時刻付与手段を設けて
、時刻補正手段による時計の時刻補正が実行されると、その時計から読み出した送信時刻
を送信データに付与して他の第２通信装置に送信させるようにし、第２通信装置において
、他の第２通信装置からの送信データに送信時刻が含まれているときには、時刻補正手段
が、その送信時刻と、その送信データの受信時刻との差に基づき、時計の時刻を補正する
ようにしてもよい。
【００４４】
　そして、このようにすれば、第１通信装置と第２通信装置、その第２通信装置と他の第
２通信装置、というように、時計の時刻同期が第２通信装置毎に順に実行されることにな
り、時刻同期が実行される範囲を広くすることができる。
【００４５】
　なお、第２通信装置間で行われる時刻同期の回数を多くすれば、時刻同期によって生じ
る誤差が順に増加することになるので、請求項１９に記載のように、第２送信時刻付与手
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段は、時刻補正手段による時計の時刻補正が、第１通信装置からの送信時刻に基づく時刻
補正から何回目の時刻補正であるかを表す情報を送信時刻に付与するようにし、時刻補正
手段は、他の第２通信装置から送信されてきた送信時刻に付与された時刻補正の回数が所
定のしきい値に達している場合には、時計の時刻補正を禁止するようにしてもよい。
【００４６】
　そして、このようにすれば、時刻同期を実施する範囲を限定でき、時刻同期の信頼性を
向上できる。
　また次に、請求項４に記載の無線通信システムにおいては、請求項２０に記載のように
、第２通信装置に、開始時刻予測手段が次の定期送信期間の開始時刻を予測すると、自身
の時計から読み出した送信時刻から、その予測した開始時刻までの時間を表す同期情報を
、送信データに付与する第２同期情報付与手段を設け、開始時刻予測手段は、他の第２通
信装置からの送信データに同期情報が含まれているときにも、その同期情報と、その送信
データの受信時刻とに基づき、次の定期送信期間の開始時刻を予測するようにしてもよい
。
【００４７】
　そして、このようにすれば、第１通信装置から第２通信装置、第２通信装置から他の第
２通信装置へと、同期情報を広範囲に伝送することができ、同期情報とその受信時刻とか
ら第１通信装置からの定期送信期間の開始時刻を予測し得る第２通信装置の数を増やし、
第２通信装置からのランダム送信と、第１通信装置からの定期送信とが重なる確率を低減
することができる。
【００４８】
　なお、第２通信装置で順に行われる定期送信開始時刻の予測回数を多くすれば、予測誤
差が順に増加することになるので、請求項２１に記載のように、第２同期情報付与手段は
、開始時刻予測手段による次の定期送信期間の開始時刻の予測が、第１通信装置からの制
御情報に基づく最初の予測から何回目であるかを表す情報を、前記同期情報に付与するよ
うに構成し、開始時刻予測手段は、他の第２通信装置から送信されてきた同期情報に付与
された予測回数が所定のしきい値に達している場合には、その同期情報に基づく次の定期
送信期間の開始時刻の予測を禁止するようにするとよい。
【００４９】
　そして、このようにすれば、同期情報から定期送信の開始時刻を予測する第２通信装置
の数を限定して、定期送信開始時刻の予測の信頼性を向上できる。
　次に、第１通信装置及び第２通信装置に設けられる時計は、請求項２２に記載のように
、定期送信の一周期の整数倍の時間を一周期として時刻を計時するよう構成するとよい。
【００５０】
　そして、このようにすれば、定期送信の周期と、時計による時刻の計時周期との周期ず
れによって、各通信装置で監視される定期送信期間とランダム送信禁止期間との同期がず
れるのを防止できる。
【００５１】
　また、このように、時計による時刻の計時周期を、定期送信の周期の整数倍にするには
、請求項２３に記載のように、第１通信装置には、他の第１通信装置と共通の外部信号に
基づき、定期送信の一周期の整数倍の時間をカウントして、自身の時計をリセットする第
１計時制御手段を設け、第２通信装置には、自身の時計による計時動作を監視して、定期
送信の一周期の整数倍の時間を計時する度に当該時計をリセットする第２計時制御手段を
設けるようにするとよい。
【００５２】
　なお、外部信号としては、例えば、ＧＰＳの１ＰＰＳ信号や、有線経由で第１通信装置
に送信される同期信号を利用すればよい。
　そして、この場合、ランダム送信のみを行う第２通信装置には、外部信号を入力したり
、外部信号を利用した時刻同期のための構成を設けたりする必要がないため、第２通信装
置の構成を簡単にできる。
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【００５３】
　また、請求項２３に記載の無線通信システムにおいて、第１通信装置に設ける第１計時
制御手段は、外部信号が入力されないときには、自身の時計による計時動作を監視して、
定期送信の一周期の整数倍の時間を計時する度に当該時計をリセットするように構成して
もよい。
【００５４】
　そして、このようにすれば、第１通信装置において、外部信号が入力されない場合であ
っても、自身の時計を、定期送信の一周期の整数倍の周期でリセットできるようになる。
　次に、請求項２５～請求項３１に記載の発明は、上述した請求項１～請求項２４の何れ
かに記載の無線通信システムにおいて、定期送信機能を有する第１通信装置として用いら
れる通信装置に関する発明である。
【００５５】
　そして、請求項２５に記載の通信装置においては、記憶手段に、定期送信期間を表す定
期送信情報が記憶されており、定期送信許可手段が、その記憶された定期送信情報に基づ
き、データ送信手段に対し変調処理手段への送信データの出力を許可する定期送信期間を
決定し、その定期送信期間をデータ送信手段に通知する。
【００５６】
　また、データ送信手段は、定期送信許可手段から定期送信期間が通知されると、その定
期送信期間を、当該通信装置に設けられた時計に基づき検知して、送信データを変調処理
手段に出力する。
【００５７】
　従って、この通信装置においては、他の通信装置に対し定期送信を行う定期送信期間が
制限されることになり、この定期送信期間を他の通信装置に通知しておくことで、定期送
信期間中に送信した送信データが、他の通信装置からの送信データと衝突するのを防止し
、定期送信によるデータ送信を良好に実行できることになる。
【００５８】
　次に、請求項２６に記載の通信装置には、送信データとして、当該通信装置の定期送信
期間を表す定期送信情報を送信させる定期送信情報送信制御手段が設けられている。
　このため、この通信装置によれば、他の通信装置に対し、自らの定期送信期間を伝えて
、その定期送信期間中に他の通信装置がデータ送信を開始するのを防止できる。
【００５９】
　また、請求項２７に記載の通信装置においては、データ送信手段が、定期送信情報の送
信時に、時計から送信時刻を読み出し、その送信時刻を、定期送信情報に付与する。
　このため、この通信装置によれば、他の通信装置に対し、定期送信情報と共にその送信
時刻を通知することができるようになり、定期送信情報を受信した他の通信装置側では、
定期送信情報に付与された送信時刻と、定期送信情報の受信時刻との差から、通信装置間
で時計の時刻が同期するように、時計の時刻を補正することができるようになる。
【００６０】
　よって、請求項２７に記載の通信装置によれば、自身の時計と、他の通信装置の時計と
の時刻を同期させて、自らの定期送信期間中に、他の通信装置がデータ送信を開始するの
をより確実に防止することができる。
【００６１】
　また次に、請求項２８に記載の通信装置においては、データ送信手段が、定期送信情報
の送信時に、時計から送信時刻を読み出し、その読み出した送信時刻から次の定期送信期
間の開始時刻までの時間を表す同期情報を、定期送信情報に付与する。
【００６２】
　このため、この通信装置によれば、他の通信装置に対し、定期送信情報と共に、当該定
期送信情報を受信してから次の定期送信期間の開始時刻までの時間を表す同期情報を通知
することができるようになり、定期送信情報を受信した他の通信装置側では、その同期情
報に基づき、次の定期送信期間の開始時間を正確に予測して、その定期送信期間と重なら
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ないように、自身のデータ送信期間を設定できることになる。
【００６３】
　そして、この場合、定期送信情報を受信した通信装置側では、時計の時刻同期を実行す
ることなく、定期送信期間を正確に把握できることから、時刻同期のための構成が不要と
なり、その構成を簡単にすることができる。
【００６４】
　ここで、定期送信許可手段は、請求項２９～請求項３１の何れかに記載のように構成す
るとよい。
　すなわち、まず、請求項２９に記載の通信装置においては、定期送信許可手段が、記憶
手段に記憶された定期送信情報に対応した定期送信期間から、当該通信装置の時計と他の
通信装置の時計との時刻の許容誤差に基づき設定されたガードタイムを減じることで、デ
ータ送信手段に送信データの出力を許可する定期送信期間を決定する。
【００６５】
　この請求項２９に記載の通信装置によれば、実際にデータ送信可能な定期送信期間が、
記憶手段に記憶された定期送信情報に対応した定期送信期間よりもガードタイム分だけ短
くなる。従って、この定期送信情報を、ランダム送信機能を有する他の通信装置にも設定
して、他の通信装置がこの定期送信情報に基づきランダム送信禁止期間を設定するように
すれば、請求項１０に記載の無線通信システムを構築して、請求項１０と同様の効果を得
ることができる。
【００６６】
　次に、請求項３０に記載の通信装置においては、送信データのデータ長と変調処理手段
からの送信レートとに基づき、データ送信に要する送信時間を設定する送信時間設定手段
が設けられており、定期送信許可手段は、記憶手段に記憶された定期送信情報に対応した
定期送信期間から、送信時間設定手段にて設定された送信時間を減じることで、データ送
信手段に送信データの出力を許可する定期送信期間を決定する。
【００６７】
　この請求項３０に記載の通信装置によれば、実際にデータ送信可能な定期送信期間が、
記憶手段に記憶された定期送信情報に対応した定期送信期間よりも、送信データの一回の
送信時間分だけ短くなる。このため、この定期送信情報を、ランダム送信機能を有する他
の通信装置にも設定して、他の通信装置がこの定期送信情報に基づきランダム送信禁止期
間を設定するようにすれば、請求項１２、１３に記載の無線通信システムを構築して、請
求項１２、１３と同様の効果を得ることができる。
【００６８】
　また、請求項３１に記載の通信装置においては、他の通信装置からの送信信号を受信し
て復調する復調処理手段と、この復調手段からの復調信号の中から受信データを抽出する
データ受信手段と、このデータ受信手段が抽出した受信データのデータ長と復調処理手段
による受信信号の復調方式とに基づき、他の通信装置からの送信データを受信するのに要
する受信時間を設定する受信時間設定手段とが設けられており、定期送信許可手段は、記
憶手段に記憶された定期送信情報に対応した定期送信期間から、受信時間設定手段にて設
定された受信時間を減じることで、データ送信手段に送信データの出力を許可する定期送
信期間を決定する。
【００６９】
　この請求項３１に記載の通信装置によれば、実際にデータ送信可能な定期送信期間が、
記憶手段に記憶された定期送信情報に対応した定期送信期間よりも、他の通信装置からの
送信データの受信時間分だけ短くなる。このため、この定期送信情報を、ランダム送信機
能を有する他の通信装置にも設定して、他の通信装置がこの定期送信情報に基づきランダ
ム送信禁止期間を設定するようにすれば、請求項１１、１３に記載の無線通信システムを
構築して、請求項１１、１３と同様の効果を得ることができる。
【００７０】
　次に、請求項３２～請求項３９に記載の発明は、上述した請求項１～請求項２４の何れ
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かに記載の無線通信システムにおいて、ランダム送信機能を有する第２通信装置として用
いられる通信装置に関する発明である。
【００７１】
　そして、請求項３２に記載の通信装置においては、記憶手段に、定期送信機能を有する
他の通信装置の定期送信期間を表す定期送信情報が記憶されており、ランダム送信禁止手
段が、その記憶された定期送信情報に基づき、データ送信手段が変調手段へ送信データを
出力するのを禁止するランダム送信禁止期間を決定し、そのランダム送信禁止期間をデー
タ送信手段に通知する。
【００７２】
　また、データ送信手段は、ランダム送信禁止手段から通知されたランダム送信禁止期間
を、当該通信装置に設けられた時計に基づき検知して、変調処理手段に送信データを出力
するのを停止する。
【００７３】
　従って、この通信装置においては、他の通信装置に対しデータ送信を行うランダム送信
期間が、記憶手段に記憶された定期送信情報に基づき制限されることになり、上述した請
求項２５～請求項３１に記載の定期送信機能を有する通信装置と組み合わせて使用するこ
とにより、本発明（請求項１～請求項２４）の無線通信システムを構築することができる
ようになる。
【００７４】
　次に、請求項３３に記載の通信装置においては、データ受信手段にて、定期送信機能を
有する他の通信装置から送信された定期送信情報が抽出されると、その定期送信情報を記
憶手段に記憶する定期送信情報登録手段が設けられている。
【００７５】
　このため、この通信装置は、特に、請求項２６に記載の通信装置と組み合わせることに
より、本発明（特に請求項２）の無線通信システムを構築することができるようになり、
請求項２と同様の効果を得ることができる。
【００７６】
　また、記憶手段には、複数の定期送信情報を記憶できることから、定期送信を行う通信
装置が複数存在しても、その複数の通信装置からの送信データと衝突することのないよう
、ランダム送信を行うことができる。
【００７７】
　次に、請求項３４に記載の通信装置においては、データ受信手段が、定期送信情報を受
信した際、受信時刻を前記時計から読み出し、その読み出した受信時刻と定期送信情報に
含まれる送信時刻とを出力する。すると、時刻補正手段が、その受信時刻と送信時刻との
差に基づき、時計の時刻を補正する。
【００７８】
　従って、この通信装置は、特に、請求項２７に記載の通信装置と組み合わせることによ
り、本発明（特に請求項３）の無線通信システムを構築することができるようになり、請
求項３と同様の効果を得ることができる。
【００７９】
　また次に、請求項３５に記載の通信装置においては、データ受信手段が、定期送信情報
を受信した際、受信時刻を時計から読み出すと共に、定期送信情報から同期情報を抽出す
る。すると、開始時刻設定手段が、データ受信手段から、受信時刻と同期情報とを取得し
て、次の定期送信期間の開始時刻を予測し、記憶手段に記憶された定期送信情報の開始時
刻を設定する。
【００８０】
　このため、この通信装置は、特に請求項２８に記載の通信装置と組み合わせることによ
り、本発明（特に請求項４）の無線通信システムを構築することができるようになり、請
求項４と同様の効果を得ることができる。
【００８１】
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　また、請求項３６に記載の通信装置においては、データ受信手段にて、他の通信装置か
ら送信された定期送信情報が抽出されると、その定期送信情報をデータ送信手段から他の
通信装置へと転送させる転送制御手段が設けられている。
【００８２】
　従って、この通信装置は、定期送信を行い、しかもその定期送信期間を表す定期送信情
報を送信する通信装置（請求項２６に記載の通信装置等）と組み合わせることにより、本
発明（特に請求項５）に記載の無線通信システムを構築することができるようになり、請
求項５と同様の効果を得ることができる。
【００８３】
　ここで、ランダム送信禁止手段は、請求項３７～請求項３９の何れかに記載のように構
成するとよい。
　すなわち、まず、請求項３７に記載の通信装置においては、ランダム送信禁止手段が、
記憶手段に記憶された定期送信情報に対応した定期送信期間に、当該通信装置の時計と他
の通信装置の時計との時刻の許容誤差に基づき設定されたガードタイムを加えることで、
ランダム送信禁止期間を決定する。
【００８４】
　この請求項３７に記載の通信装置によれば、ランダム送信禁止期間が、定期送信期間よ
りもガードタイム分だけ長くなることから、請求項２９に記載の通信装置と同様、請求項
１０に記載の無線通信システムを構築して、請求項１０と同様の効果を得ることができる
。
【００８５】
　次に、請求項３８に記載の通信装置においては、送信データのデータ長と変調処理手段
からの送信レートとに基づき、データ送信に要する送信時間を設定する送信時間設定手段
が設けられており、ランダム送信禁止手段は、記憶手段に記憶された定期送信情報に対応
した定期送信期間に、送信時間設定手段にて設定された送信時間を加えることで、ランダ
ム送信禁止期間を決定する。
【００８６】
　この請求項３８に記載の通信装置によれば、ランダム送信禁止期間が、定期送信期間よ
りも、送信データの一回の送信時間分だけ長くなるため、請求項３１に記載の通信装置と
同様、請求項１１、１３に記載の無線通信システムを構築して、請求項１１、１３と同様
の効果を得ることができる。
【００８７】
　また、請求項３９に記載の通信装置においては、データ受信手段が抽出した受信データ
のデータ長と復調処理手段による受信信号の復調方式とに基づき、他の通信装置からの送
信データを受信するのに要する受信時間を設定する受信時間設定手段が設けられており、
ランダム送信禁止手段は、記憶手段に記憶された定期送信情報に対応した定期送信期間に
、受信時間設定手段にて設定された受信時間を加えることで、ランダム送信禁止期間を決
定する。
【００８８】
　この請求項３９に記載の通信装置によれば、ランダム送信禁止期間が、定期送信期間よ
りも、他の通信装置からの送信データの受信時間分だけ長くなるため、請求項３０に記載
の通信装置と同様、請求項１２、１３に記載の無線通信システムを構築して、請求項１２
、１３と同様の効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００８９】
　以下に本発明の実施形態を図面と共に説明する。
［実施形態］
（無線通信システムの概要）
　図１は、本発明が適用された実施形態の無線通信システムの構成及び動作の概要を表す
説明図である。
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【００９０】
　図１（ａ）に示すように、本実施形態の無線通信システムは、路上機として自動車の走
行路付近に分散して設置される複数の通信装置２Ａと、自動車に搭載され、路上機や他の
車両との間で無線通信を行う通信装置２Ｂ、２Ｃ、…と、から構成されている。
【００９１】
　通信装置２Ａは、交通情報等の各種情報を周囲の自動車に定期的に送信する定期送信機
能を有し、通信装置２Ｂ、２Ｃ…は、自動車に搭載された制御装置からの送信要求を受け
て、自車両の状態等を路上機や他の車両に送信するランダム送信機能を有する。
【００９２】
　そして、これら各通信装置２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、…間の通信には、全て共通の通信チャン
ネルが使用され、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…がランダム送信する際には、ＣＳＭＡ方式のア
クセス制御によって通信チャンネルが空いているか否かを判断し、通信チャンネルが空い
ているときにデータ送信を開始する。
【００９３】
　また、通信装置２Ａは、定期送信を行うが、この定期送信の周期は、予め決められてお
り、通信装置２Ａには、定期送信一周期内のどの期間を定期送信に利用するかが割り当て
られている。
【００９４】
　そして、通信装置２Ａは、その割り当てられた定期送信期間を、定期送信によって他の
通信装置２Ｂ、２Ｃ、…に通知し、他の通信装置２Ｂ、２Ｃ、…は、その通知された定期
送信期間中は、ランダム送信を禁止する。
【００９５】
　つまり、本実施形態では、定期送信機能を有する通信装置２Ａが、図１（ｂ）に示すよ
うに、定期送信期間の開始タイミングと定期送信期間の長さ（期間長）を表す定期送信期
間情報に、通信装置２Ａの識別情報である装置ＩＤと後述の転送回数を付与した定期送信
情報を、単独或いは他の送信データに付与して、周囲に定期送信する。
【００９６】
　そして、ランダム送信機能を有する他の通信装置２Ｂ、２Ｃ、…は、通信装置２Ａが送
信した定期送信情報を受けると、その定期送信情報に基づき、図１（ｃ）に示すように、
通信装置２Ａの定期送信期間内にランダム送信を開始してしまうことのないよう自らのラ
ンダム送信禁止期間を設定し、そのランダム送信禁止期間以外の期間（ランダム送信期間
）内に、ランダム送信を行う。
【００９７】
　また、図１（ａ）に示すように、通信装置２Ｂが、通信装置２Ａからの送信電波が届く
エリア（図に斜線で示す領域）内に位置し、通信装置２Ｃがそのエリア外に位置する場合
、通信装置２Ｃには通信装置２Ａから送信された定期送信情報が届かず、通信装置２Ｃが
通信装置２Ａの定期送信期間内にランダム送信を開始し、通信装置２Ｂ側では、通信装置
２Ａ、２Ｃからの送信電波が同時に届き、それぞれの送信データを受信できなくなること
が考えられる。
【００９８】
　そこで、本実施形態では、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…が定期送信情報を受信したときには
、その定期送信情報を再送信することにより、通信装置２Ａから離れた他の通信装置に定
期送信情報を通知するようにされている。
【００９９】
　そして、各通信装置２Ｂ、２Ｃ、…が他の通信装置に定期送信情報を再送信する際には
、定期送信情報に付与された転送回数を更新（＋１）することで、定期送信情報を受信し
た通信装置側で、その定期送信情報が、通信装置２Ａが最初に送信してから何度目の転送
で届いたのかを識別できるようにされている。
【０１００】
　また、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…側で、定期送信情報に基づきランダム送信禁止期間を設
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定するには、通信装置２Ａ側で認識されている定期送信の周期と、通信装置２Ｂ、２Ｃ、
…側で認識されている定期送信の周期とを一致させる必要がある。
【０１０１】
　そこで、本実施形態では、通信装置２Ａが定期送信情報を送信するときや、通信装置２
Ｂ、２Ｃ、…が定期送信情報を転送するときには、その送信時刻を自らの時計から読み出
して定期送信情報に付与し、定期送信情報を受信した通信装置２Ｂ、２Ｃ、…側では、定
期送信情報に付与されている送信時刻と、自らの時計から読み出した受信時刻とを比較す
ることで、時計の時刻を、定期送信情報を送信してきた通信装置２Ａ、２Ｂ、…側の時刻
と同期させる。
【０１０２】
　つまり、例えば、図１（ａ）において、通信装置２Ａから送信された定期送信情報は通
信装置２Ｂに届き、通信装置２Ｂは、その定期送信情報を通信装置２Ｃに転送することに
なるが、通信装置２Ｂ、２Ｃが定期送信情報を受信した際に、自らの時計の時刻を、定期
送信情報を送信してきた通信装置２Ａ、２Ｂの時計と同期させることで、定期送信情報を
受信した各通信装置２Ｂ、２Ｃ、…の時計が、全て、通信装置２Ａの時計と同一時刻とな
るように時刻同期させるのである。
【０１０３】
　この結果、各通信装置２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、…は、自らの時計を用いて、定期送信の一周
期を同タイミングで検知できるようになる。
（通信装置の構成）
　次に、図２は、上述した本実施形態の無線通信システムを構築するのに用いられる通信
装置２の構成を表すブロック図である。
【０１０４】
　図２に示す通信装置２は、定期送信機能とランダム送信機能との両方の機能を有し、路
上機としての通信装置２Ａにも、車載機としての通信装置２Ｂ、２Ｃ、…にも使用できる
ものである。
【０１０５】
　図２に示すように、通信装置２には、外部の制御装置から入力される送信データにヘッ
ダ等の付加情報を付与して出力するデータ送信部１２と、データ送信部１２から出力され
た送信データを所定の通信チャンネルでの送信信号（高周波信号）に変換して通信アンテ
ナ（図示せず）に出力する変調処理部１４と、通信アンテナにて受信された受信信号を取
り込み、他の通信装置からの送信データを復元する復調処理部１６と、復調処理部１６に
て復元された受信データからヘッダ等の付加情報を抽出し、受信データが当該通信装置２
に向けて送信されたものであれば受信データを外部の制御装置に出力するデータ受信部１
８と、が設けられている。
【０１０６】
　また、通信装置２には、通信装置２が定期送信を行う際に設定される定期送信情報、若
しくは、通信装置２がランダム送信を行う際に他の通信装置から取得した定期送信情報を
記憶するための定期送信期間テーブル（具体的にはメモリ）２０、当該通信装置２が定期
送信を行う際に実際にデータ送信を行う定期送信期間を、定期送信期間テーブル２０内の
定期送信情報（通信装置自身の定期送信期間情報）に基づき決定し、データ送信部１２に
出力する定期送信期間決定部３０と、当該通信装置２がランダム送信を行う際にランダム
送信を禁止する期間（ランダム送信禁止期間）を、定期送信期間テーブル２０内の定期送
信情報（他の通信装置から取得した定期送信期間情報）に基づき決定し、データ送信部１
２に出力するランダム送信禁止期間決定部４０と、が設けられている。
【０１０７】
　そして、データ送信部１２は、定期送信期間決定部３０から定期送信期間情報が入力さ
れると、その情報に対応した定期送信期間だけ、送信データの定期送信が可能となり、ラ
ンダム送信禁止期間決定部４０からランダム送信禁止期間情報が入力されると、その情報
に対応したランダム送信禁止期間だけ、送信データのランダム送信を禁止する。
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【０１０８】
　また、通信装置２には、内部クロックをカウントすることにより時刻を計時する時計４
が設けられており、データ送信部１２は、この時計４による計時時刻に基づき、定期送信
の周期、及び、その周期内の定期送信期間或いはランダム送信禁止期間を検知し、定期送
信或いはランダム送信を制御する。
【０１０９】
　また、時計４には、時計４による計時時刻（詳しくはカウント値）が、定期送信一周期
分のカウント値の所定の整数値倍になった時点で、時計４をリセットして、そのカウント
値を初期化する、タイマリセット部６が接続されている。
【０１１０】
　なお、このタイマリセット部６は、基準となる絶対時刻を表す外部信号を入力できるよ
うにされており、タイマリセット部６は、外部信号が入力されているときには、この外部
信号から得られる基準時刻で時計４をリセットすることにより、同じ外部信号が入力され
る他の通信装置との間で、時計４を時刻同期させる。
（ガードタイムの設定）
　次に、通信装置２には、時計４の他の通信装置との同期精度を表す同期精度情報に基づ
き、定期送信期間とランダム送信期間との間に設けるガードタイムＧを決定するガードタ
イム決定部２２が設けられている。
【０１１１】
　つまり、通信装置２の時計４と他の通信装置の時計は、後述の時刻同期処理によって時
刻同期されるが、その時刻同期処理では各時計の時刻を完全に一致させることができず、
誤差が生じる。
【０１１２】
　そこで、本実施形態では、時刻同期による誤差があっても、定期送信期間とランダム送
信禁止期間とが重複することのないよう、図３に示すように、定期送信期間とランダム送
信期間との間に、時計の同期精度に対応したガードタイムＧを設けて、ランダム送信禁止
期間の終了後は、ガードタイムＧが経過してから定期送信期間に入り、定期送信期間の終
了後は、ガードタイムＧが経過してからランダム送信禁止期間が終了して、ランダム送信
を許可するようにされている。
【０１１３】
　また、本実施形態では、このガードタイムＧを設けるに当たって、定期送信情報を受信
した通信装置２Ｂ、２Ｃ、…側で、ガードタイムＧを考慮してランダム送信禁止期間を設
定する必要がないよう、通信装置２Ａが送信する定期送信情報に、ガードタイムＧを含む
定期送信期間が設定される。
【０１１４】
　この結果、通信装置２において、定期送信期間決定部３０に入力される定期送信期間情
報は、ガードタイムＧを含む定期送信期間を表すものとなり、定期送信期間決定部３０が
、定期送信期間情報をそのまま用いてデータ送信部１２からのデータ送信を許可する定期
送信期間を設定すると、ガードタイムＧが消滅してしまう。
【０１１５】
　そこで、本実施形態では、定期送信期間決定部３０が、定期送信期間情報から得られる
定期送信期間の前後を、カードタイムＧ分だけ短くすることで、定期送信期間情報を補正
し、データ送信部１２に出力するようにされている。
【０１１６】
　また、変調処理部１４は、データ送信部１２からの指令に従い送信データの変調方式（
ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ等）を設定するようにされており、通信装置２には、変
調処理部１４からその変調方式を表す変調情報を取り込み、この変調情報とデータ送信部
１２が変調処理部１４に出力する送信データのデータ長とに基づき、変調処理部１４が送
信データを１パケット分変調するのに要する時間（送信時間）を算出する、送信時間判定
部２４が設けられている。
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【０１１７】
　そして、この送信時間判定部２４にて求められた送信時間情報は、定期送信期間決定部
３０及びランダム送信禁止期間決定部４０に出力され、定期送信期間決定部３０は、定期
送信期間情報から得られる定期送信期間の終了タイミングを送信時間分だけ前に移動させ
て、定期送信期間を短くすることで、データ送信部１２に出力する定期送信期間情報を決
定する。
【０１１８】
　また、ランダム送信禁止期間決定部４０は、定期送信期間情報から得られる定期送信期
間の開始タイミングを送信時間分だけ前に移動させて、ランダム送信禁止期間を長くする
ことで、データ送信部１２に出力するランダム送信禁止期間情報を決定する。
【０１１９】
　つまり、本実施形態では、通信装置２Ａが定期送信を行う定期送信期間と、通信装置２
Ｂ、２Ｃ、…がランダム送信を行うランダム送信期間とを分離することで、定期送信によ
る送信データとランダム送信による送信データが衝突するのを防止し、しかも、定期送信
期間とランダム送信期間とが、各通信装置２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、…間の時計の同期ずれによ
って重複することのないよう、定期送信期間とランダム送信期間との間にガードタイムＧ
を設けている。
【０１２０】
　しかし、このような対策だけでは、定期送信によるデータ送信中に定期送信期間が終了
したときや、ランダム送信によるデータ送信中にランダム送信期間が終了したときに、そ
のデータ送信が継続されて、定期送信によるデータ送信とランダム送信によるデータ送信
とが同時に実行されることが考えられる。
【０１２１】
　そこで、本実施形態では、図４に示すように、定期送信期間の終了タイミングと、ラン
ダム送信禁止期間の終了タイミング（換言すればランダム送信期間の開始タイミング）と
の間に、定期送信による送信データ１パケット分の送信時間に対応したガードタイムＡを
設け、ランダム送信禁止期間の開始タイミング（換言すればランダム送信期間の終了タイ
ミング）と、定期送信期間の開始タイミングとの間に、ランダム送信による送信データ１
パケット分の送信時間に対応したガードタイムＢを設けることで、定期送信によるデータ
送信とランダム送信によるデータ送信とが重複するのを防止する。
【０１２２】
　そして、このために、本実施形態では、通信装置２Ａが送信する定期送信情報として、
正規の定期送信期間の前後に時刻同期の誤差に対応したガードタイムＧを加え、更に、そ
の定期送信期間の最後に、送信装置２Ａが送信データ１パケット分を送信するのに要する
送信時間に対応したガードタイムＡを加えたものを予め設定しておき、通信装置２Ａが実
際に定期送信を行う際には、定期送信期間決定部３０が、定期送信情報から得られる定期
送信期間からガードタイムＧ及びガードタイムＡを減じることで、定期送信時にデータ送
信部１２が送信データを出力する期間を、正規の定期送信期間に制御し、通信装置２Ｂ、
２Ｃ、…側では、ランダム送信禁止期間決定部４０が、定期送信情報から得られる定期送
信期間（つまり正規の定期送信期間にガードタイムＧ及びガードタイムＡが付与された定
期送信期間）に、ガードタイムＢを加えることで、正規の定期送信期間にガードタイムＧ
、Ａ、Ｂを加えたランダム送信禁止期間を設定するようにされている。
【０１２３】
　なお、ランダム送信禁止期間決定部４０は、定期送信情報に対応した定期送信期間に、
自らのデータ送信時間であるガードタイムＢを加えて、ランダム送信禁止期間を設定する
が、図５に示すように、このランダム送信禁止期間が、定期送信の一周期の区切りを跨ぐ
場合には、ランダム送信禁止期間を、その区切りに沿って２つに分離し、その分離した各
送信禁止期間１、２を、ランダム送信禁止期間として、データ送信部１２に指令する。
【０１２４】
　これは、データ送信部１２側で、時計４による計時時刻（換言すればカウント値）に基
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づき、定期送信の一周期毎に、ランダム送信を禁止する期間（換言すれば送信データを出
力する期間）を設定できるようにするためである。つまり、このようにすることで、デー
タ送信部１２を、送信データの出力／停止を切り替えるゲート回路や、ゲート回路の開閉
を一定周期毎に所定タイミングで切り替えるタイミング回路等からなる簡単なデジタル回
路で構成できるようにしている。
（ソフトウェア処理により実現される機能ブロック）
　次に、通信装置２には、データ受信部１８にて受信データから抽出された定期送信情報
に基づき、定期送信期間テーブル２０内の定期送信情報を更新する定期送信期間更新部５
０と、データ受信部１８が受信データから抽出した定期送信情報の送信時刻やその受信デ
ータの受信時刻を取り込み、時刻差（受信時刻－送信時刻）を算出する時刻差分計算部５
２と、時刻差分計算部５２で算出された時刻差と同期精度情報とに基づき、時刻差が同期
精度に対応した許容範囲内にあるか否かを判定して、許容範囲内になければ、時計４に時
刻補正情報を出力することで、時刻を補正させる時刻補正判断部５４が設けられている。
【０１２５】
　この定期送信期間更新部５０、時刻差分計算部５２、及び、時刻補正判断部５４は、マ
イクロコンピュータによるソフトウェア処理により実現される機能ブロックであり、定期
送信期間更新部５０は、マイクロコンピュータのソフトウェア処理によって、通信装置２
Ａによる定期送信情報の送信処理や、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…による定期送信情報の再送
信処理も実現する。
【０１２６】
　なお、図２において、定期送信期間更新部５０、時刻差分計算部５２及び時刻補正判断
部５４以外の機能ブロック、つまり、時計４、タイマリセット部６、データ送信部１２、
変調処理部１４、復調処理部１６、定期送信期間テーブル２０、ガードタイム決定部２２
、送信時間判定部２４、定期送信期間決定部３０、及び、ランダム送信禁止期間決定部４
０は、全てデジタル回路からなるハードウェア構成にて実現される。
【０１２７】
　次に、図６は、本実施形態の通信装置２において、通信装置２が定期送信を行う路上機
として使用される場合に動作する、定期送信用の機能ブロックを表し、図７は、同じく、
通信装置２がランダム送信を行う車載機として使用される場合に動作する、ランダム送信
用の機能ブロックを表している。
【０１２８】
　図６に示すように、通信装置２が、定期送信を行う通信装置２Ａとして使用されるとき
には、時計４、タイマリセット部６、データ送信部１２、変調処理部１４、定期送信期間
テーブル２０、ガードタイム決定部２２、送信時間判定部２４、定期送信期間決定部３０
、及び、定期送信期間更新部５０が動作し、データ送信部１２からの送信データの出力期
間が、定期送信期間決定部３０にて決定される定期送信期間に制限される。
【０１２９】
　また、この場合、定期送信期間テーブル２０には、通信装置２自身が定期送信を行う際
の定期送信期間を表す定期送信情報が記憶されており、定期送信期間更新部５０は、マイ
クロコンピュータによるソフトウェア処理によって、定期送信期間テーブル２０からこの
定期送信情報を読み込み、データ送信部１２に出力することで、この定期送信情報を、単
独の送信データ、或いは、他の送信データのヘッダとして、定期送信させる。なお、デー
タ送信部１２は、定期送信情報を送信する際、その送信時刻を時計４から読み出し、定期
送信情報に付与する。
【０１３０】
　一方、図７に示すように、通信装置２が、ランダム送信を行う通信装置２Ｂ、２Ｃ、…
として使用されるときには、定期送信期間決定部３０とガードタイム決定部２２を除く全
機能ブロックが動作し、ランダム送信禁止期間決定部４０にて決定されるランダム送信禁
止期間の間、データ送信部１２からの送信データの出力が禁止される。
【０１３１】
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　そして、この場合、定期送信期間更新部５０は、マイクロコンピュータによるソフトウ
ェア処理によって、データ受信部１８にて受信データから抽出された定期送信情報に基づ
き、定期送信期間テーブル２０内の定期送信情報を更新すると共に、その更新後の定期送
信情報をデータ送信部１２に出力することで、この定期送信情報を、ランダム送信する他
の送信データのヘッダ等に付与して、他の通信装置に転送させる。
【０１３２】
　また、時刻差分計算部５２及び時刻補正判断部５４は、マイクロコンピュータによるソ
フトウェア処理によって、データ受信部１８が受信した定期送信情報の送信時刻と受信時
刻との時刻差に基づき、時計４の時刻を補正する。
【０１３３】
　そこで、次に、通信装置２がランダム送信を行う通信装置２Ｂ、２Ｃ、…として使用さ
れる際に、定期送信期間更新部５０、時刻差分計算部５２、及び時刻補正判断部５４の機
能を実現するためにマイクロコンピュータにて実行されるソフトウェア処理について、図
８～図１０に示すフローチャートに沿って説明する。
（定期送信情報転送処理）
　まず図８は、マイクロコンピュータにおいて、データ受信部１８にて受信データから抽
出された定期送信情報を他の通信装置に転送するために実行される、定期送信情報転送処
理を表すフローチャートである。
【０１３４】
　図８に示すように、定期送信情報転送処理では、Ｓ１１０（Ｓはステップを表す）にて
、データ受信部１８が定期送信情報を含むデータを受信したか否かを判断することにより
、他の通信装置から定期送信情報が送信されてくるのを待ち、データ受信部１８にて定期
送信情報を含むデータが受信されると、Ｓ１２０に移行して、定期送信情報の転送回数Ｃ
を読み込む。
【０１３５】
　なお、データ受信部１８にて、装置ＩＤが同じで転送回数Ｃが異なる定期送信情報が略
同時（例えば定期送信の一周期内）に受信されている場合、Ｓ１２０においては、その複
数の定期送信情報の中から転送回数Ｃが小さい定期送信情報を選択し、転送回数Ｃを読み
込む。
【０１３６】
　次に、続くＳ１３０では、Ｓ１２０にて読み込んだ定期送信情報の転送回数Ｃが、予め
設定されたしきい値Ｃmax よりも小さいか否かを判断し、転送回数Ｃがしきい値Ｃmax よ
りも小さい場合には、Ｓ１４０に移行して、定期送信情報の転送回数Ｃを更新（＋１）し
、Ｓ１５０に移行する。
【０１３７】
　そして、Ｓ１５０では、転送回数更新後の定期送信情報を、データ送信部１２に出力す
ることで、ランダム送信する送信データのヘッダの一つとして定期送信情報を付与して、
他の通信装置に送信させる。なお、データ送信部１２は、送信データに定期送信情報を付
与して、他の送信装置に送信する際、送信時刻を時計４から読み出し、定期送信情報に付
与する。
【０１３８】
　また、Ｓ１３０にて、転送回数Ｃがしきい値Ｃmax 以上であると判断された場合や、Ｓ
１５０にて、データ送信部１２に、転送回数更新後の定期送信情報を出力した場合には、
当該定期送信情報転送処理を一旦終了し、再度Ｓ１１０以降の処理を実行する。
【０１３９】
　このように、定期送信情報転送処理では、データ受信部１８にて抽出された定期送信情
報の転送回数Ｃを、しきい値Ｃmax を上限として更新（＋１）した後、定期送信情報を転
送する。また、図１１に示すように、通信装置２Ａが送信した定期送信情報は、周囲の通
信装置２Ｂ、２Ｃ、…にて順に転送されるだけでなく、定期送信情報の転送回数Ｃ（初期
値：０）が、転送のたびにカウントアップされる。そして、定期送信情報転送処理では、
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定期送信情報の転送回数Ｃがしきい値Ｃmax 以上であれば、定期送信情報の転送を中止す
る。
【０１４０】
　従って、定期送信情報は、通信装置２Ａからの送信電波が届くエリアの外に位置する通
信装置２Ｃ、…に伝達できるだけでなく、その伝達範囲を、転送回数Ｃを用いて所望範囲
内に制限することができる。
（定期送信情報更新・時刻同期処理）
　次に図９は、マイクロコンピュータにおいて、データ受信部１８にて受信データから抽
出された定期送信情報に基づき定期送信期間テーブル２０を更新し、更に、その定期送信
情報に付与された送信時刻とデータ受信部１８での受信時刻とに基づき時計４の時刻を補
正するために実行される、定期送信情報更新・時刻同期処理を表すフローチャートである
。
【０１４１】
　図９に示すように、この処理が開始されると、まずＳ２１０にて、データ受信部１８が
定期送信情報を含むデータを受信したか否かを判断することにより、他の通信装置から定
期送信情報が送信されてくるのを待ち、データ受信部１８にて定期送信情報を含むデータ
が受信されると、Ｓ２２０に移行して、その定期送信情報は、定期送信期間テーブル２０
に既に登録されているものであるか否かを判定する。なお、この判定は、定期送信情報の
装置ＩＤに基づき行われる。
【０１４２】
　そして、Ｓ２２０にて、定期送信情報は未登録であると判断されると、Ｓ２３０にて、
その未登録の定期送信情報を定期送信期間テーブル２０に新規登録した後、Ｓ２４０に移
行し、逆に、Ｓ２２０にて、定期送信情報は定期送信期間テーブル２０に既に登録されて
いると判断されると、そのままＳ２４０に移行する。
【０１４３】
　Ｓ２４０では、今回受信した定期送信情報の転送回数Ｃ（受信転送回数Ｃ）は、定期送
信期間テーブル２０に登録されている定期送信情報（詳しくは装置ＩＤが同じ定期送信情
報）の転送回数Ｃ（登録転送回数Ｃ）よりも小さいか否かを判断し、受信転送回数Ｃが登
録転送回数Ｃよりも小さい場合には、Ｓ２６０に移行する。
【０１４４】
　なお、今回受信した定期送信情報が定期送信期間テーブル２０に登録されておらず、Ｓ
２３０にて新規登録されたものである場合、Ｓ２４０では、登録転送回数Ｃは最大値であ
るとして、受信転送回数Ｃと登録転送回数Ｃとを比較する。この結果、今回受信した定期
送信情報が新規登録されたものであれば、Ｓ２４０からＳ２６０の処理に移行することに
なる。
【０１４５】
　次に、Ｓ２４０にて、受信転送回数Ｃが登録転送回数Ｃ以上であると判断された場合に
は、Ｓ２５０に移行して、受信転送回数Ｃと登録転送回数Ｃとが同一で、且つ、今回受信
した定期送信情報の装置ＩＤが、前回時計４の時刻同期に用いた定期送信情報の装置ＩＤ
以下であるか否かを判断する。なお、装置ＩＤの比較は、装置ＩＤの値から時刻同期を行
うのに用いる定期送信情報の優先順位を判定するために行われる。
【０１４６】
　そして、今回受信した定期送信情報の転送回数Ｃと定期送信期間テーブルに記憶されて
いる定期送信情報の転送回数Ｃとが同じで、その装置ＩＤが前回時刻同期に用いた定期送
信情報の装置ＩＤよりも小さい場合には、Ｓ２６０に移行し、そうでなければ、当該処理
を一旦終了して、再度Ｓ２１０に移行する。
【０１４７】
　次にＳ２６０では、今回受信された定期送信情報の送信時刻と、その定期送信情報の受
信時刻とを、データ受信部１８から取り込み、その取り込んだ送信時刻と受信時刻との時
刻差を、時計４の同期ずれ量として算出する。
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【０１４８】
　なお、Ｓ２６０において、同期ずれ量を算出する際には、図１２に示すように、通信装
置が定期送信情報を送信してから、その定期送信情報を他の通信装置が受信するのに要す
るオフセット量が用いられ、同期ずれ量は、「同期ずれ量＝受信時刻－送信時刻－オフセ
ット量」として算出される。
【０１４９】
　つまり、定期送信情報の送信時刻は、データ送信部１２が送信データを出力する際に付
与されるが、その送信データは、変調処理部１４にて変調処理されることにより送信信号
に変換されることから、送信データが送信信号に変換されて通信アンテナから放射される
までに、変調処理に要する遅延時間（変調処理遅延）が生じる。
【０１５０】
　また、通信アンテナから放射された送信信号（電波）が他の通信装置の通信アンテナに
届くまでの間にも、電波伝播に伴う遅延時間（伝搬遅延）が生じ、更に、その受信信号が
復調処理部１６で復調処理され、定期送信情報が復元されるまでの間にも、復調処理に要
する遅延時間（復調処理遅延）が発生する。
【０１５１】
　そこで、本実施形態では、送信時刻と受信時刻との間に生じる遅延時間（変調処理遅延
、伝搬遅延、復調処理遅延）を、オフセット量として予め設定しておき、送信時刻と受信
時刻とから時計４の同期ずれ量を算出する際には、このオフセット量を用いることで、時
計４の真の同期ずれ量を算出するようにしている。
【０１５２】
　次に、Ｓ２６０にて、時計４の同期ずれ量が算出されると、今度はＳ２７０に移行して
、その算出された同期ずれ量が、上述した同期精度に対応した許容範囲内にあるか否かを
判断し、同期ずれ量が許容範囲内にあれば、当該処理を一旦終了して、再度Ｓ２１０に移
行し、逆に、同期ずれ量が許容範囲内になければ、Ｓ２８０に移行して、前回時計４の補
正用レジスタに設定した同期ずれ量（つまり時刻補正量）が、補正用レジスタに残ってい
るか否かを判断することにより、前回の時刻補正が完了しているか否かを判断する。
【０１５３】
　そして、時計４の補正用レジスタに前回の時刻補正量が残っている場合には、当該処理
を一旦終了して、再度Ｓ２１０に移行し、逆に、時計４の補正用レジスタが「０」で、前
回の時刻補正量が残っていなければ、Ｓ２９０に移行して、Ｓ２６０にて今回算出した時
刻ずれ量を時計４の補正用レジスタに書き込む。
【０１５４】
　なお、時計４には、図９に示す時刻補正動作手順に従い、自身の計時時刻（換言すれば
カウント値）を補正する補正回路が設けられている。
　そして、この補正回路は、通信装置２の起動に伴い内部回路を初期設定（Ｓ３１０）し
た後、補正用レジスタが「０」であるか否かを判断することにより、補正用レジスタに時
刻補正量（つまり時刻ずれ量）が書き込まれるのを待ち（Ｓ３２０）、補正用レジスタに
時刻ずれ量が書き込まれると、その書き込まれた時刻ずれ量にて、自身の計時時刻（換言
すればカウント値）を補正し（Ｓ３３０）、補正用レジスタを「０」に初期設定して、再
度Ｓ３１０の待機動作に移行する、といった手順で、計時４の時刻を、定期送信情報を送
信してきた通信装置側の時計と同期させる。
【０１５５】
　従って、マイクロコンピュータが、Ｓ２９０にて、時計４の補正用レジスタに時刻ずれ
量を書き込むと、時計４が、その時刻ずれ量に応じて時刻を自動補正することになる。
　そして、マイクロコンピュータは、Ｓ２９０にて、時計４の補正用レジスタに時刻ずれ
量を書き込んだ後は、Ｓ３００に移行して、Ｓ２６０、Ｓ２９０の処理にて、今回、時計
４の時刻同期に用いた定期送信情報に基づき、定期送信期間テーブル２０に登録された定
期送信情報を更新し、その後、当該処理を一旦終了して、再度Ｓ２１０に移行する。
【０１５６】
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　なお、Ｓ３００による定期送信情報の更新は、定期送信情報の転送回数Ｃを書き換える
ことにより実行される。
　また、Ｓ２８０にて、補正用レジスタに前回の時刻補正量が残っている場合（換言すれ
ば補正用レジスタが「０」でない場合）に、今回算出した時刻ずれ量を補正用レジスタに
書き込むことなく、当該処理を一旦終了するのは、図１３に示すように、ソフトウェア処
理にて、時計４の補正用レジスタに時刻ずれ量を書き込んでから、時計４側の時刻補正処
理にて、その書き込んだ時刻ずれ量に応じて時刻補正がなされるまでには時間がかかり、
その間に算出した時刻ずれ量を補正用レジスタに書き込むと、その時刻ずれ量にて再度時
計４の時刻が補正されて、新たな時刻ずれを発生させてしまう虞があるためである。
【０１５７】
　つまり、本実施形態では、Ｓ２６０にて時刻ずれ量を算出した際、補正用レジスタに前
回の時刻ずれ量が残っていて、その時刻ずれ量に基づく時刻補正が完了していないときに
は、今回算出した時刻ずれ量を破棄することで、時計４の時刻補正が不必要に実行されて
、時刻ずれを発生させてしまうのを防止している。
（非同期設定処理）
　次に、図１０は、車両が定期送信を行う通信装置２Ａから離れて、その通信装置２Ａの
定期送信期間にランダム送信を実行できるようになったときに、その通信装置２Ａの定期
送信情報を、ランダム送信禁止期間の設定に用いない非同期情報として書き換えるために
実行される、非同期設定処理を表すフローチャートである。
【０１５８】
　図１０に示すように、この非同期設定処理は、定期送信の一周期毎に実行される処理で
あり、この処理が開始されると、まずＳ４１０にて、定期送信期間テーブル２０に登録さ
れた定期送信情報のうち、定期送信の一周期内に受信できなかった定期送信情報はあるか
否かを判断する。
【０１５９】
　そして、定期送信の一周期内に受信できなかった定期送信情報があれば、Ｓ４２０にて
、その定期送信情報の転送回数Ｃを読み込み、続くＳ４３０にて、その読み込んだ定期送
信情報の転送回数Ｃが、予め設定されたしきい値Ｃmax よりも小さいか否かを判断する。
【０１６０】
　そして、転送回数Ｃがしきい値Ｃmax よりも小さい場合には、Ｓ４４０に移行して、定
期送信情報の転送回数Ｃを更新（＋１）し、Ｓ４５０に移行する。
　Ｓ４５０では、Ｓ４４０にて更新（＋１）した転送回数Ｃは、しきい値Ｃmax に達した
か否かを判断し、転送回数Ｃがしきい値Ｃmax に達していれば、Ｓ４６０にて、ソフトウ
ェアタイマを起動してその後の経過時間の計時を開始し、当該非同期設定処理を一旦終了
する。また、転送回数Ｃがしきい値Ｃmax に達していなければ、そのまま当該非同期設定
処理を一旦終了する。
【０１６１】
　なお、Ｓ４６０にてソフトウェアタイマを起動することにより開始される経過時間の計
時は、定期送信期間テーブル２０に登録された定期送信情報の中で、転送回数Ｃがしきい
値Ｃmax に達している定期送信情報毎に行われ、その定期送信情報の転送回数Ｃがしきい
値Ｃmax よりも小さい値に更新されると、経過時間の計時は終了する。
【０１６２】
　また、Ｓ４２０～Ｓ４６０の処理、及び、次に説明するＳ４７０及びＳ４８０の処理も
、登録済みで定期送信の一周期内に受信できなかった定期送信情報が複数存在する場合に
は、その複数の定期送信情報毎に実行される。
【０１６３】
　次に、Ｓ４３０にて、定期送信情報の転送回数Ｃがしきい値Ｃmax 以上であると判断さ
れた場合には、Ｓ４７０に移行して、上述のＳ４６０で計時を開始した経過時間が、予め
設定された非同期判定時間Ｔout 以上になったか否かを判断する。
【０１６４】



(26) JP 2010-21870 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

　そして、経過時間が非同期判定時間Ｔout 以上でなければ、当該非同期設定処理を一旦
終了し、逆に、経過時間が非同期判定時間Ｔout 以上であれば、Ｓ４８０に移行して、転
送回数Ｃがしきい値Ｃmax に達してからの経過時間が非同期判定時間Ｔout 以上になった
定期送信情報の転送回数を、非同期情報を表す規定値（しきい値Ｃmax よりも大きい固定
値：例えば値１５）に設定することで、その定期送信情報を非同期情報として書き換え、
当該非同期設定処理を一旦終了する。
【０１６５】
　なお、定期送信期間テーブル２０内で非同期情報として書き換えられた定期送信情報は
、転送或いはランダム送信禁止期間の設定には用いられず、過去の履歴として定期送信期
間テーブル２０に保存される。
【０１６６】
　このように、非同期設定処理では、図１４に例示するように、ランダム送信を行う通信
装置２Ｂにおいて、定期送信期間テーブル２０に記憶されている定期送信情報を受信でき
ない場合には、その転送回数Ｃを定期送信の一周期毎にカウントアップして行き、転送回
数Ｃが、定期送信情報の転送を中止するしきい値Ｃmax に達し、その後、非同期判定時間
Ｔout が経過すると、自車両が、その定期送信情報に対応した通信装置２Ａから離れ、そ
の通信装置２Ａの定期送信期間にランダム送信しても問題ないものと判断して、定期送信
情報を非同期情報に書き換える。
【０１６７】
　従って、定期送信期間テーブル２０に定期送信を行う多数の通信装置２Ａからの定期送
信情報が登録されていても、ランダム送信を行う通信装置２Ｂ、２Ｃ、…側では、自身の
ランダム送信により他の通信装置２Ａの定期送信に影響を与える定期送信期間に対しての
み、ランダム送信禁止期間を設定できることになり、ランダム送信期間が必要以上に制限
されるのを防止できる。
【０１６８】
　つまり、例えば、通信装置２Ｂの定期送信期間テーブル２０には、自動車の移動に伴い
、その走行経路周囲に設けられた多数の通信装置２Ａからの定期送信情報が登録されるこ
とになるが、その内、転送回数Ｃがしきい値Ｃmax に達し、非同期判定時間Tout が経過
しても受信できない定期送信情報については、非同期情報として、制御に用いる定期送信
情報から外されることから、図１５に例示するように、通信装置２Ｂの定期送信期間テー
ブル２０には、制御に用いる定期送信情報として、送信電波が相互に干渉する虞のある通
信装置２Ａ１、２Ａ２、２Ａ３の定期送信情報だけが残ることになり、その定期送信情報
に基づきランダム送信禁止期間を設定して、自身のランダム送信期間を確保しつつ、定期
送信に影響を与えるのを防止することが可能となる。
（実施形態の効果）
　以上説明したように、本実施形態の無線通信システムにおいては、定期送信機能を有す
る通信装置２Ａが、定期送信期間を表す定期送信情報を送信し、ランダム送信機能を有す
る通信装置２Ｂ、２Ｃ、…が、その定期送信情報に基づき、ランダム送信禁止期間を設定
する。
【０１６９】
　また、定期送信情報には、送信時刻が付与されており、定期送信情報を受信した通信装
置２Ｂ、２Ｃ、…は、この送信時刻と自身の受信時刻とから、各装置間の時計４の時刻ず
れ量を算出して、時計４の時刻を補正する。
【０１７０】
　このため、本実施形態の無線通信システムによれば、通信装置２Ａの定期送信期間中に
、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…が、ランダム送信を開始するのを防止し、通信装置２Ａによる
重要データの定期送信を優先的に実行させることができる。
【０１７１】
　また、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…にて設定されるランダム送信禁止期間と、定期送信期間
との間には、ガードタイムが設けられるため、各通信装置２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、…間で、時
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計４の時刻を高精度に一致させる必要がなく、時刻ずれが許容誤差範囲内にあれば、通信
装置２Ａでの定期送信期間と通信装置２Ｂ、２Ｃ、…でのランダム送信禁止期間とを同期
させて、定期送信による送信データとランダム送信による送信データとが衝突するのを防
止することができる。
【０１７２】
　また、ランダム送信機能を有する通信装置２Ｂ、２Ｃ、…は、転送回数Ｃを更新しつつ
、受信した定期送信情報を再送信することから、通信装置２Ａからの定期送信情報を、伝
達範囲を不必要に広げることなく、通信装置２Ａからの送信電波が届かない他の通信装置
に伝達することができ、定期送信された送信データとランダム送信された送信データが衝
突する確率をより低くすることができる。
【０１７３】
　ここで、本実施形態においては、通信装置２Ａが本発明の第１通信装置に相当し、通信
装置２Ｂ、２Ｃが本発明の第２通信装置に相当する。また、通信装置２において、データ
送信部１２は、本発明のデータ送信手段に相当し、変調処理部１４は、本発明の変調処理
手段に相当し、復調処理部１６は、本発明の変調処理手段に相当し、データ受信部１８は
、本発明のデータ受信手段及び送信時刻付与手段に相当し、定期送信期間テーブル２０は
、本発明の記憶手段に相当し、送信時間判定部２４は、送信時間設定手段に相当する。
【０１７４】
　また同様に、定期送信期間決定部３０は、本発明の定期送信許可手段に相当し、ランダ
ム送信禁止期間決定部４０は、本発明のランダム送信禁止期間設定手段及びランダム送信
禁止手段に相当し、定期送信期間更新部５０は、本発明の定期送信情報送信制御手段、定
期送信情報登録手段、及び転送制御手段に相当し、タイマリセット部６は、本発明の第１
計時制御手段及び第２計時制御手段に相当し、時刻差分計算部５２及び時刻補正判断部５
４は、本発明の同期制御手段に相当し、このうち時刻補正判断部５４は、本発明の時刻補
正手段に相当する。
【０１７５】
　以上本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるも
のではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内にて種々の態様をとることができる。
［変形例１］
　例えば、上記実施形態では、定期送信期間とランダム送信期間との間にガードタイムＧ
、Ａ、Ｂを設けるために、通信装置２Ａが送信する定期送信情報には、本来の定期送信期
間に、ガードタイムＧと、通信装置２Ａが送信する送信データの送信時間に対応したガー
ドタイムＡを付与したものを設定し、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…側では、定期送信情報から
得られる定期送信期間に、自らが送信する送信データの送信時間に対応したガードタイム
Ｂを付与することで、ランダム送信禁止期間を設定するものとして説明した。
【０１７６】
　しかし、定期送信期間とランダム送信期間との間にガードタイムＧ、Ａ、Ｂを設けるた
めには、必ずしもこのようにする必要はなく、定期送信情報には、通信装置２Ａに割り当
てられた定期送信期間をそのまま設定し、定期送信情報を受信してランダム送信禁止期間
を設定する通信装置２Ｂ、２Ｃ、…側で、定期送信情報から得られる定期送信期間に、ガ
ードタイムＧ、Ａ、Ｂを加えることで、ランダム送信禁止期間を決定するようにしてもよ
い。
【０１７７】
　そして、この場合、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…には、図１６に示すように、定期送信を行
う通信装置２Ａから送信された送信データのデータ長（受信データ長情報）と、そのデー
タを復調処理部１６で復調する際の復調方式とに基づき、受信時間（ガードタイムＡ）を
設定する受信時間判定部２６（本発明の受信時間設定手段に相当）を設け、この受信時間
判定部２６にて設定された受信時間情報（ガードタイムＡ）と、送信時間判定部２４にて
設定された送信時間情報（ガードタイムＢ）と、ガードタイム決定部２２にて決定された
ガードタイム情報（ガードタイムＧ）を、ランダム送信禁止期間決定部４０に入力するよ
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うにすればよい。
【０１７８】
　つまり、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…をこのように構成すれば、ランダム送信禁止期間決定
部４０では、定期送信情報から得られる定期送信期間にガードタイムＧ、Ａ、Ｂを加える
ことで、ランダム送信禁止期間を決定することができるようになる。
【０１７９】
　また、この場合、通信装置２Ａ側では、定期送信期間決定部３０が、定期送信期間テー
ブル２０に記憶された定期送信情報から得られる定期送信期間をそのままデータ送信部１
２に出力すればよいことから、定期送信期間決定部３０の構成を簡単にすることができる
。
【０１８０】
　なお、このように、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…において、定期送信期間にガードタイムＧ
、Ａ、Ｂを加えるようにした場合、最終的に得られるランダム送信禁止期間は、図１７（
ａ）に示すようにガードタイムＢ側でも、図１７（ｂ）に示すようにガードタイムＡ側で
も、定期送信一周期の区切りを跨ぐことが考えられる。
【０１８１】
　しかし、このようにランダム送信禁止期間が定期送信の一周期の区切りを跨ぐ場合には
、上記実施形態と同様、ランダム送信禁止期間を、その区切りに沿って２つに分離して、
各送信禁止期間１、２を、それぞれ、ランダム送信禁止期間としてデータ送信部１２に指
令するようにすれば、ランダム送信の禁止期間を制御するための回路構成を簡単にするこ
とができる。
［変形例２］
　また、定期送信期間とランダム送信期間との間にガードタイムＡ、Ｂを設けるには、必
ずしも上記実施形態や変形例１のようにする必要はなく、通信装置２Ａから、定期送信期
間にガードタイムＡ、Ｂを加えた定期送信情報を送信して、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…側で
は、その定期送信情報から得られる定期送信期間を用いてランダム送信禁止期間を設定す
るようにしてもよく、或いは、通信装置２Ａから、定期送信期間にガードタイムＢを加え
た定期送信情報を送信して、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…側では、その定期送信情報から得ら
れる定期送信期間にガードタイムＡを加えることでランダム送信禁止期間を設定するよう
にしてもよい。
【０１８２】
　そして、特に前者のように構成する場合、ガードタイムＧも、定期送信情報の定期送信
期間に加えるようにすれば、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…側では、その定期送信情報から得ら
れる定期送信期間をそのままランダム送信禁止期間として設定できることになり、ランダ
ム送信禁止期間決定部４０の構成を簡単にすることができる。
【０１８３】
　但し、この場合、定期送信期間決定部３０は、定期送信情報から得られる定期送信期間
から、ガードタイムＧ、Ａ、Ｂを減じることで、データ送信部１２に出力する定期送信期
間情報を設定するよう構成する必要はある。
［変形例３］
　一方、上記実施形態では、通信装置２Ａの定期送信期間と、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…の
ランダム送信禁止期間との同期を取るために、各通信装置に設けられた時計４の時刻を同
期させるものとして説明したが、図１８に示すように、通信装置２Ａが定期送信にて定期
送信情報を送信するとき、及び、通信装置２Ｂがランダム送信にて定期送信情報を再送信
するときには、その送信時刻ではなく、送信時刻から次の定期送信期間の開始タイミング
までの時間を表す同期情報を、定期送信情報に追加するようにし、その定期送信情報を受
信した通信装置２Ｂ、２Ｃ側では、定期送信情報の受信時刻と同期情報とに基づき、次の
定期送信の開始時刻を予測し、その予測した開始時刻と定期送信情報とに基づき、通信装
置２Ａの定期送信期間を認識するようにしてもよい。
【０１８４】
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　そして、このようにすれば、時計４の時刻同期を行うことなく、通信装置２Ａの定期送
信期間と、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…のランダム送信禁止期間との同期を取り、通信装置２
Ａの定期送信を優先的に実行させることができるようになる。
【０１８５】
　なお、このような動作は、通信装置２において、マイクロコンピュータが実行する定期
送信期間更新部５０としてのソフトウェア処理を変更することで簡単に実現できることか
ら、ここでは、詳細な説明は省略する。そしてこの場合、定期送信期間更新部５０は、本
発明の同期制御手段（詳しくは同期情報付与手段、開始時刻予測手段、第２同期情報付与
手段）として機能することになる。
［変形例４］
　次に、上記実施形態では、図８に示した定期送信情報転送処理において、定期送信情報
をデータ送信部１２へ出力して、定期送信情報を転送させる際には、定期送信情報は、ラ
ンダム送信する送信データにヘッダの一つとして付与するものとして説明したが、定期送
信情報を転送させる際には、定期送信を行う通信装置２Ａと同様、定期送信情報を単独の
送信データとして送信（この場合ランダム送信）するようにしてもよい。
［変形例５］
　また、上記実施形態では、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…は、定期送信情報を受信した際、そ
の定期送信情報の転送回数Ｃから再送信するか否かを判断して、受信した定期送信情報を
再送信するものとして説明したが、例えば、定期送信情報を受信したとき、或いは、定期
送信の一周期毎に、定期送信期間テーブル２０に記憶されている全ての定期送信情報（非
同期情報は除く）を再送信するようにしてもよい。
【０１８６】
　またこの場合、再送信する定期送信情報を、定期送信期間テーブル２０に記憶された定
期送信情報の中で、転送回数Ｃがしきい値Ｃmax よりも小さい定期送信情報に制限するよ
うにしてもよい。
［変形例６］
　また次に、上記実施形態では、定期送信情報の伝達範囲を制限するために、定期送信情
報に転送回数Ｃを設け、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…は、その転送回数Ｃがしきい値Ｃmax に
達するまで、受信した定期送信情報を転送するものとして説明したが、定期送信情報の伝
達範囲を制限するには、例えば、定期送信情報を受信した受信時刻と、前回、装置ＩＤが
同じ定期送信情報を受信したときの受信時刻との時間差から、定期送信情報を前回受信し
てからの経過時間を求め、その時間がしきい値よりも長い場合には、定期送信情報の再送
信（転送）を中止するようにしてもよい。
【０１８７】
　そして、このようにしても、通信装置２Ｂ、２Ｃ、…は、通信装置２Ａとの間の距離が
長くなった場合に、定期送信情報の転送を中止することになるので、定期送信情報の伝達
範囲を制限することができる。
［変形例７］
　また、上記実施形態では、図９に示した定期送信情報更新・時刻同期処理のＳ２６０に
おいて、定期送信情報の送信時刻と受信時刻との時刻差から時計４の同期ずれ量を算出す
る際には、送信側の変調処理部１４で生じる変調処理遅延、電波伝播経路で生じる伝搬遅
延、及び、受信側の復調処理部１６で生じる復調処理遅延、に基づき予め設定されたオフ
セット量を用いるものとして説明したが、このオフセット量は、送信時間判定部２４にて
設定される送信時間（つまり変調処理遅延）と、受信時間判定部２６（図１６参照）にて
設定される受信時間（つまり復調処理遅延）と、予め設定された伝播遅延とに基づき、算
出するようにしてもよい。
【０１８８】
　そして、このようにすれば、オフセット量を変調処理部１４及び復調処理部１６の動作
に対応して設定することができ、定期送信情報の送信時刻と受信時刻とから、同期ずれ量
をより正確に算出することができる。
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［変形例８］
　また次に、上記実施形態では、通信装置２Ａから通信装置２Ｂ、通信装置２Ｂから通信
装置２Ｃへと、定期送信情報を順次送信する際に、定期送信情報に送信時刻を付与するよ
うにし、定期送信情報を受信した通信装置側では、定期送信情報と共に送信されてきた送
信時刻とその定期送信情報の受信時刻とに基づき時計４の時刻同期を行うものとして説明
したが、時刻同期用の送信時刻は、定期送信情報とは異なるタイミングで、時刻情報とし
て送信するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１８９】
【図１】実施形態の無線通信システムの構成及び動作の概要を表す説明図である。
【図２】実施形態の通信装置の構成を表すブロック図である。
【図３】時刻同期ずれを考慮したガードタイムＧを表す説明図である。
【図４】データ送受信に要する時間を考慮したガードタイムＡ、Ｂを表す説明図である。
【図５】ランダム送信禁止期間の分割動作を説明する説明図である。
【図６】通信装置を定期送信用として使用する際に動作する機能ブロックを表す説明図で
ある。
【図７】通信装置をランダム送信用として使用する際に動作する機能ブロックを表す説明
図である。
【図８】定期送信情報転送処理を表すフローチャートである。
【図９】定期送信情報更新・時刻同期処理及び時計の時刻補正動作を表すフローチャート
である。
【図１０】非同期設定処理を表すフローチャートである。
【図１１】定期送信情報転送処理により更新される転送回数の変化を表す説明図である。
【図１２】時計の時刻補正に用いられるオフセット量を表す説明図である。
【図１３】時計の時刻補正に伴う補正用レジスタの変化を表す説明図である。
【図１４】非同期設定処理により更新される転送回数の変化を表す説明図である。
【図１５】定期送信用の通信装置が複数存在する場合にランダム送信用の通信装置で生成
される定期送信期間テーブルの一例を表す説明図である。
【図１６】変形例１の通信装置の構成を表すブロック図である。
【図１７】変形例１におけるランダム送信禁止期間の分割動作を説明する説明図である。
【図１８】変形例２における定期送信期間の同期動作を説明するタイムチャートである。
【符号の説明】
【０１９０】
　２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ…通信装置、４…時計、６…タイマリセット部、１２…データ送
信部、１４…変調処理部、１６…復調処理部、１８…データ受信部、２０…定期送信期間
テーブル、２２…ガードタイム決定部、２４…送信時間判定部、２６…受信時間判定部、
３０…定期送信期間決定部、４０…ランダム送信禁止期間決定部、５０…定期送信期間更
新部、５２…時刻差分計算部、５４…時刻補正判断部。
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